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急増する輸入貨物への対応

大阪税関の状況

2019年の
約3.1倍

2019年の
約4.2倍

全国の
約47％

現状と課題

🔳越境電子商取引（EC）の拡大に伴い、輸入許可件数 が大幅に増加

🔳こうした中、不正薬物や知的財産侵害物品の密輸が多数摘発。FS利用貨物の、なりすましによる不適切な輸入や、

低価申告による脱税事案が顕在化。

（注）フルフィルメントサービス（FS）は、ECプラットフォーマー等が提供する、電子商取引における倉庫保管・配送等を代行するサービス。

※関税・外国為替等審議会 関税分科会
（令和6年10月10日）資料から引用
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急増する輸入貨物への対応

🔳令和５年度関税改正

◆2023年10月施行

・ 輸入貨物に係る適正な国内連絡先の確保（税関長が税関事務管理人を指定可能）

・ なりすまし輸入が虚偽申告輸入罪となることを明確化（輸入者住所・氏名を輸入申告項目に追加）

◆2025年10月施行

・ 輸入申告項目（通販貨物の該非、国内運送先等）の追加

・ 海上小口貨物（一定の要件を満たすもの）について、簡易な通関手続を導入

関税局・税関における対応

🔳海上小口貨物の簡易通関手続（イメージ）

海上輸入申告 海上簡易輸入申告
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急増する輸入貨物への対応

国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化

🔳令和７年度税制改正大綱（令和6年12月20日）

３．経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し

③ 国境を越えた電子商取引に係る消費税の適正化

    ・ 国外事業者による消費税の無申告

    ・ 少額輸入貨物に対する減税

→ 事業間の公平性や通関事務への影響を考慮の上、国境を越えた電子商取引に係る適正な消費課税

 のあり方について検討を行う。

適正な課税や国内外の事業者間の
競争上の公平性の確保に課題

※第1回経済社会のデジタル化への対応と納税環境整備に関する専門家会合
 （2024年11月13日、内閣府税制調査会）資料から引用
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